
2020年 3月 27日 

各位 

三井住友信託銀行株式会社 

 

 

「人生 100年応援信託〈100年パスポート〉」の商品内容の改定について 

 

 三井住友信託銀行株式会社（以下、「当社」といいます）は、将来の認知判断能力の低下や健康

の不安に備える商品として多くのお客さまにご利用いただいております「人生 100年応援信託

〈100年パスポート〉」（以下、「本商品」といいます）について、お客さまのご意見等を踏まえ、

商品内容の一部改定を行います。 

 改定内容の詳細および改定後の本商品の特別約定は別紙をご覧ください。 

 

＜商品改定日＞ 

２０２０年４月２７日（月） 

 

＜改定内容＞ 

 （１）「年金資金の自動追加信託サービス」の取扱い開始 

 （２）「まかせる支払機能」における第２順位の代理人指定などのサービス内容拡充 

 （３）最低申込金額等の変更 

 

本商品の詳細ならびにお手続きにつきましては、お取引店またはお近くの当社本支店まで 

お問い合わせください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）「年金資金の自動追加信託サービス」の取扱い開始 

ご利用いただける方 100年パスポートをお申し込みいただいたお客さま 

サービス内容 ご指定いただいた当社普通預金口座からあらかじめご指定いただいた 

金額を払い出し、2カ月に一度、100年パスポート（金銭信託）に自動 

的に追加入金（追加信託）を行うサービスです。  

信託報酬 追加信託にかかる信託報酬はいただきません。 

追加入金金額 1万円～50万円（1万円単位）の範囲であらかじめご指定いただきます。 

サービス利用条件 
公的年金の受取口座を当社普通預金口座にご指定いただきます。  

なお、公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金を指します。  

 

（２）「まかせる支払機能」における第２順位の代理人指定などのサービス内容拡充 

項目 内容 

第２順位の手続代理人さまの

ご指定 

手続代理人さまの万が一の場合に備え、第２順位の手続代理人 

さまのご指定が可能となります。 

まかせる支払機能（年金型）

の受取金額引き上げ 

「まかせる支払機能」（年金型）の 1回当りの上限金額を 20万円

から 30 万円に引き上げします。 

まかせる支払機能（年金型）

の任意選択 

現状、お申し込みが必須となっている「まかせる支払機能」（年

金型）について今後はお客さまのご要望により選択できる任意選

択に変更させていただきます。 

 

 

（３）最低申込金額等の変更  

 変更前 変更後 

最低申込金額 1,000万円 500万円 

設定時信託報酬※ 信託元本額×1％ 

（上限 100万円） 

信託元本額×1％ 

（最低額 7万円、上限 100万円） 

※別途、消費税等がかかります。 

以  上 
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お客さま（以下｢委託者兼受益者｣といいます）が申込みを行い、当社が引き受けた人生１００年応

援信託〈１００年パスポート〉（以下「本信託」といいます）は、別途交付いたしました「指定金銭信託

約款」（以下「約款」といいます）に定めるところに加えて、以下の特別約定に定めるところにより取

扱います（本信託に関する契約を総称して以下「信託契約」といいます）。 

第１条（信託目的等） 

（１）この信託は、約款および特別約定に従い、信託された金銭を受益者のために利殖すること、

委託者兼受益者に指定の方法により信託財産を交付すること、委託者兼受益者の財産を管

理すること、および、委託者兼受益者の死亡時に委託者兼受益者が指定した特定受給者に

信託財産の一部を交付することを目的とします。 

（２）委託者兼受益者は、この信託契約を遡及的に解除（撤回）することはできません。 

（３）委託者兼受益者について、下記の事由が発生した場合、成年後見人または任意後見人が当

社所定の書式により届け出たときは、信託契約における委託者兼受益者の権限を本人に代

わり行使することがきます。ただし、成年後見人または任意後見人は、第７条第１項に定める

委託者兼受益者の同意者１名を指定すること、および第７条第４項に定める委託者兼受益者

の同意者の指定を変更または解除することはできますが、第６条に定める特定受給者１名を

指定すること、特定受給者の指定を変更または解除すること、および特定給付金の金額を変

更することはできません。 

①後見が開始したとき 

②任意後見監督人が選任されたとき 

第２条（信託財産） 

（１）この信託契約は、本信託の申込書の記載内容に基づき当社が信託の引受を承諾したうえで、

信託金を受領することによって成立します。なお、信託金は500万円以上（１円単位）とします。 

（２）委託者兼受益者は当社の承諾を得てこの信託に追加信託をすることができます。なお、追加

信託の信託金は、１回当たり 100 万円以上（1 円単位）とします。 

（３）また、委託者兼受益者は当社の承諾を得て、年金自動追加信託サービスを利用して追加信

託をすることができます。この場合の信託金は、1 回あたり 1 万円以上 50 万円以下（1 万円単

位）とします。 

第３条（信託期間） 

この信託契約の期間は、約款の定めにかかわらず、前条により信託契約が成立した日から、第５

条で定める信託の終了事由に該当することとなった日までとします。 

第４条（受益者） 

（１）この信託契約の受益者は、委託者兼受益者とします。 

（２）委託者は、この信託契約成立時に受益権を取得します。 

第５条（信託の終了事由） 

この信託は、次の各号に掲げる場合に終了します。 

① 委託者兼受益者が死亡した場合。 

② 委託者兼受益者が信託報酬を支払わない場合または信託財産が信託報酬の支払に不足す
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る場合。 

③ 委託者兼受益者の成年後見人または任意後見人が、当社所定の書式で本信託の終了を申し

出た場合。 

④ 前三号に定めるほか、前三号の定めに抵触しない範囲で約款において終了事由と定める事

由が生じた場合。 

第６条（特定受給者） 

（１）委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、特定受給者１名を指定することがで

きます。特定受給者は、第５条第 1 号の事由（委託者兼受益者の死亡）が発生した場合、第１

２条第１項第 1 号の規定に従い信託財産から金銭の給付（以下「特定給付金」といいます）を

受ける権利を取得します。 

（２）特定受給者は、委託者兼受益者の３親等内の親族に限ります。 

（３）委託者兼受益者の死亡後、当社は特定受給者に対して特定給付金の支払請求に関する案

内の通知を発送します。 

（４）委託者兼受益者は、第 1 項の指定に際し、500 万円を上限として特定給付金の金額を定める

ことができます。 

（５）当社は、第 1 項に従って指定された者に対して、特定受給者として指定された旨を通知する

義務を負いません。 

（６）第 1 項により指定された特定受給者が、委託者兼受益者よりも先に死亡した場合（同時とされ

る場合も含みます）、第１項の特定受給者としての指定は、当然に効力を失い、特定受給者の

指定はなされなかったものとみなします。当社が第３項の通知を発送した日の３ヵ月後の応当

日までに特定受給者がその権利を行使しない場合および特定受給者が当社に対してその権

利を放棄する旨の意思表示をした場合も同様とします。 

（7）第８条に定める手続代理人が就任しておらず、かつ、委託者兼受益者が後見の審判を受けて

いない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、特定受給者の

指定を変更または解除すること、および特定給付金の金額を変更することができます。 

第７条（委託者兼受益者の同意者） 

（１）委託者兼受益者は、次条の規定に基づき指定した手続代理人が就任している場合を除き、

当社所定の書面で届出ることにより、委託者兼受益者の同意者 1 名を指定することができま

す。委託者兼受益者の同意者は委託者兼受益者の 4 親等内の親族または任意後見監督人

のうち当社と取引のある者に限ります。ただし次の各号に掲げる者は委託者兼受益者の同意

者になることはできないものとします。 

① 未成年者 

② 補助・保佐・後見が開始されている者 

③ 任意後見監督人が選任されている者 

（２）前項の指定を受けた者は、当社所定の確認書を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理した

ことを停止条件として委託者兼受益者の同意者に就任するものとします。 

（３）委託者兼受益者の同意者は、第１０条第２項に定める委託者兼受益者による信託財産の交付
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請求について、同意または不同意の決定をします。 

（４）委託者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書

面を提出することにより、委託者兼受益者の同意者の指定を変更または解除することができま

す。 

（５）以下の事由に該当した場合には、委託者兼受益者の同意者の指定は終了するものとします。 

①第８条に定める委託者兼受益者の手続代理人が代理人開始届を当社に提出することによ

り手続代理人に就任した場合 

②委託者兼受益者の同意者が死亡したこと、委託者兼受益者の４親等内の親族ではなくな

ったこと、辞任したこと、または第１項第２号もしくは同項第３号に掲げる者に該当することに

なったことの届出があった場合 

③当社と取引がなくなった場合 

④委託者兼受益者の同意者として、当社が不適当と判断した場合 

第８条（手続代理人） 

（１）委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、信託財産の交付についての手続代

理人を２名まで指定することができます。２名指定する場合は、２名の方を第一順位と第二順

位の手続代理人として選定いただきます。手続代理人は委託者兼受益者の４親等内の親

族、弁護士・司法書士・税理士のうち当社と取引のある者または一般社団法人安心サポート

のいずれかに限ります。ただし次の各号に掲げる者は手続代理人になることはできないものと

します。 

① 未成年者 

② 補助・保佐・後見が開始されている者 

③ 任意後見監督人が選任されている者 

④ 弁護士・司法書士・税理士のうち、所属する強制加入団体から懲戒処分を受けたこと等を

理由として当社が不適当と判断した者 

（２）前項に基づき第一順位の手続代理人に指定された者は、当社所定の確認書および代理人

開始届を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理したことを停止条件として手続代理人に就

任するものとします。 

（３）手続代理人は、委託者兼受益者に代わり、第２条第２項に定める追加信託、ならびに第１０条

第３項および第４項に定める信託財産の交付を請求することができます。ただし、交付請求の

目的は、委託者兼受益者の医療費、介護費、住居費、その他委託者兼受益者に発生した費

用の支払に限ります。なお、手続代理人が就任している間、委託者兼受益者は自ら信託財産

の交付を請求することはできません。 

（４）手続代理人が就任しておらず、かつ、委託者兼受益者が後見の審判を受けていない場合に

限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、手続代理人の指定を変更ま

たは解除することができます。 

（５）以下の事由に該当した場合には、手続代理人の指定は終了するものとします。 

①手続代理人が死亡したこと、委託者兼受益者の４親等内の親族ではなくなったこと、辞任し
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たこと、または第１項第２号もしくは同項第３号に掲げる者に該当することになったことの届出

があった場合 

②手続代理人と当社との間で取引がなくなった場合 

③手続代理人が所在不明となったことまたは意思能力を喪失したこと等により業務を遂行でき

ない相当な事由があると当社が判断した場合 

④手続代理人として、当社が不適当と判断した場合 

⑤委託者兼受益者の成年後見人または任意後見人が就任した旨の届出が当社所定の書面

でなされた場合 

（６）第 8 条第 1 項に基づき第二順位の手続代理人に指定を受けた者がいる場合、前項①ないし

④の場合において手続代理人の指定が終了したことを停止条件として、第二順位の手続代理

人が第一順位の手続代理人の地位を承継するものとします。 

第９条（手続代理人の同意者） 

（１）委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、手続代理人の同意者を、指定する

手続代理人１名に対し１名指定できます。手続代理人の同意者は委託者兼受益者の４親等内

の親族のうち当社と取引のある者に限ります。ただし次の各号に掲げる者は手続代理人の同

意者となることはできないものとします。 

① 未成年者 

② 補助・保佐・後見が開始されている者 

③ 任意後見監督人が選任されている者 

（２）前項の指定を受けた者は、確認書および手続代理人と連名で当社所定の書面による代理人

開始届を当社に提出し、かつ、当社がこれを受理したことを停止条件として手続代理人の同

意者に就任するものとします。 

（３）手続代理人の同意者は、第１０条第４項に定める手続代理人による信託財産の交付請求につ

いて、同意または不同意の決定をします。 

（４）第８条に定める手続代理人が就任しておらず、かつ、委託者兼受益者が後見の審判を受けて

いない場合に限り、委託者兼受益者は当社所定の書面を提出することにより、第１項で指定し

た同意者を変更すること、または同意者の指定を解除することができます。 

（５）以下の事由に該当した場合には、手続代理人の同意者の指定は終了するものとします。 

①手続代理人の同意者について、死亡したこと、委託者兼受益者の４親等内の親族ではなく

なったこと、辞任したこと、もしくは第１項第２号もしくは同項第３号に掲げる者に該当すること

になったことの届出があった場合 

②当社と取引がなくなった場合 

③第８条第５項の定めにより手続代理人に係る指定が終了した場合 

④手続代理人の同意者が所在不明となったことまたは意思能力を喪失したこと等により業務を

遂行できない相当な事由があると当社が判断した場合 

⑤手続代理人の同意者として、当社が不適当と判断した場合 

第１０条（信託財産交付の請求手続） 
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（１）同意者および手続代理人のいずれも就任せず、委託者兼受益者が単独で手続きする場合

（不指定の場合を含む） 

当社は約款第１１条に従い、委託者兼受益者に信託財産を交付します。 

（２）委託者兼受益者の同意者が就任している場合 

約款第１１条にかかわらず、委託者兼受益者が当社所定の書面を提出して信託財産の交付を

請求し、かつ、委託者兼受益者の同意者の同意があった場合に限り、当社は、委託者兼受益

者が指定する方法により、信託財産を委託者兼受益者に金銭で交付します。なお、委託者兼

受益者の同意者からの同意は、当社所定の同意書の提出によるものとします。 

（３）手続代理人が就任し、かつ手続代理人の同意者が就任していない場合（不指定の場合を含

む） 

約款第１１条にかかわらず、手続代理人が当社所定の書面を提出して信託財産の交付を請求

する場合に限り、当社は、手続代理人が指定する方法により、信託財産を委託者兼受益者の

代わりに手続代理人に金銭で交付します。ただし、手続代理人が請求できるものは、領収書等

の確証を添えて請求する委託者兼受益者の医療費、介護費、住居費、その他委託者兼受益

者のための費用に限るものとします。 

（４）手続代理人が就任し、かつ手続代理人の同意者が就任している場合 

約款第１１条にかかわらず、手続代理人と手続代理人の同意者が当社所定の書面を提出して

信託財産の交付を請求し、かつ、手続代理人の同意者の同意があった場合に限り、当社は、

手続代理人が指定する方法により、信託財産を委託者兼受益者の代わりに手続代理人に金

銭で交付します。ただし、手続代理人が請求できるものは、領収書等の確証を添えて請求する

委託者兼受益者の医療費、介護費、住居費、その他委託者兼受益者のための費用に限るも

のとします。なお、手続代理人の同意者からの同意は、当社所定の同意書の提出によるものと

します。 

第１１条（信託財産交付の方法） 

（１）委託者兼受益者は、当社所定の書面で届出ることにより、信託金の交付方法（交付サイクル・

１回あたりの交付金額・振込先口座）を指定することができます。なお、委託者兼受益者が指

定した交付日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日に交付するものとし、委託者兼受益

者は信託期間中においても、当社所定の書面により信託金の交付方法を変更することができ

ます。 

（２）前項の定めにかかわらず、委託者兼受益者が第８条第１項に基づき手続代理人を指定する

場合、委託者兼受益者は、前項の定めに従い信託金の交付方法を指定するものとします。た

だし「1 回あたりの交付金額」の上限は毎回 30 万円とします（なお、年金自動追加信託サービ

ス利用の場合の上限金額は、この限りではありません）。かかる指定に基づく振込みは、手続

代理人が当社所定の書面による代理人開始届を当社に提出することを停止条件として開始し

ます。なお、委託者兼受益者が指定した交付日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日

に交付するものとします。 

第１２条（信託終了時の信託財産の帰属） 
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（１）第５条第１号に基づき終了した場合 

① 特定受給者が指定されている場合 

委託者兼受益者の死亡後、特定受給者の請求に基づき、当社は特定受給者に特定給付

金を交付します。特定給付金の支払後の残余財産については、委託者兼受益者に交付し

ます。 

② 特定受給者が指定されていない場合 

当社は委託者兼受益者に信託財産を交付します。 

（２）第５条第２号に基づき終了した場合 

当社が信託財産から第１５条に定める信託報酬の全額を収受したうえで信託財産に残額があ

る場合には、当社は委託者兼受益者にこれを交付します。 

（３）第５条第３号に基づき終了した場合 

当社は当社所定の手続により成年後見人または任意後見人に信託財産を交付します。 

（４）第５条第４号に基づき終了した場合 

当社は約款第１１条の手続に従い信託財産を交付します。 

第１３条（解約手数料） 

第１０条、第１１条または第１２条の定めに基づき信託財産を払い出した際の解約手数料は、約款

第１１条の定めにかかわらず不要とします。 

第１４条（受益権の譲渡・質入等） 

この信託契約に基づく委託者兼受益者または特定受給者の権利については譲渡、質入その他一

切の処分をすることができません。 

第１５条（信託報酬等） 

当社は、約款に定める信託報酬に加えて、次のとおり設定時信託報酬、追加信託報酬および管

理信託報酬、ならびにそれぞれの消費税等相当額を収受します。 

（１）当初信託引受時（設定時信託報酬） 

委託者兼受益者は信託引受時の信託元本額に 1％を乗じた額（但し、下限は７万円、上限は

100 万円とします）および消費税等を信託設定時に当社に支払うものとします。設定時信託報

酬は原則として信託設定後直ちに信託財産の中から委託者兼受益者が当社に支払うものとし

ます。 

（２）追加信託時（追加信託報酬） 

委託者兼受益者は、追加信託をする度に、追加信託金額に 1％を乗じた額（但し、上限は 100

万円とします）および消費税等を追加信託時に当社に支払うものとします。追加信託報酬は原

則として追加信託後直ちに信託財産の中から委託者兼受益者が当社に支払うものとします。

なお、第２条３項に基づく年金自動追加信託サービスを利用して追加信託をする場合、追加

信託報酬は不要とします。 

（３）信託期間中（管理信託報酬） 

委託者兼受益者は、信託引受時に下記いずれかの管理信託報酬支払いプランを選択するも

のとします（なお、一度選択した管理信託報酬支払いプランは変更できません）。当社は、毎年
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４月 20 日（ただし銀行休業日の場合は翌営業日）に、選択された支払いプランに従い、当年４

月から翌年３月までの管理信託報酬を、信託財産からまとめて収受します。但し、最初に管理

信託報酬が発生する月から次に到来する３月までの管理信託報酬については、最初に管理

信託報酬が発生する月の前月にまとめて収受します。 

【管理信託報酬支払いプラン】 

① ベーシックプラン： 

以下に定める月のいずれか早い月から、月額 5,000 円（税抜）。 

ア ３月末時点における委託者兼受益者の年齢が 80 歳に達する年の４月（但し、信託契約

の成立日に 80 歳に達している場合には、信託契約の成立日の属する月の翌月） 

イ 第８条第２項に規定される代理人開始届が当社に提出された日の属する月の翌月 

② そなえるプラン： 

第８条第２項に規定される代理人開始届が当社に提出された日の属する月の翌月から、月

額 8,000 円（税抜）。 

第１６条（届出事項の変更） 

（１）次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、委託者兼受益者、その相続人または特定受

給者、委託者兼受益者の同意者、手続代理人、手続代理人の同意者は、直ちに取扱店にお

申出のうえ、当社所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害に

ついては、当社は責任を負いません。 

① 通帳または届出の印章の喪失 

② 印章、委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人の同意者または特定受給者の

名称、住所その他の届出事項の変更 

③ 委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人の同意者または特定受給者の死亡ま

たは行為能力の変動 

（２）届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書面を発送した場合には、延着しま

たは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

（３）前項の規定は、当社が委託者兼受益者、手続代理人、同意者、手続代理人の同意者その相

続人または特定受給者の住所を知ることができず、通知または送付書面を発送できない場合

にも適用します。 

第１７条（提携会社との情報交換） 

（１） 委託者兼受益者は、当社および本信託に関して提携する他社（以下「提携会社」といいます）

との間で、提携会社が提供する商品・サービス（以下「提携特典」といいます）の円滑な提供の

ために必要かつ最小限の範囲で、以下の各号のとおり情報が共有されることに同意します。 

①当社が提携会社等へ委託者兼受益者に関する情報を提供すること 

②提携会社が当社へ提携特典の利用実績等に関する情報を提供すること 

（２） 当社は、提携特典の提供により知り得た委託者兼受益者の情報および前項により知り得た委

託者兼受益者の情報を、当社が定める「個人情報の利用目的について」に則って厳正に管

理し、当該「個人情報の利用目的について」に定める利用目的および前項に定める目的以外
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の目的に利用しないこととします。 

第１８条（特別約定の変更） 

（１） 約款とは別にこの特別約定について、委託者兼受益者の利益のために必要と認められると

き、またはやむをえない事情が発生したときには、当社は店頭表示、当社ホームページへの

掲載、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。 

（２） 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

第１９条（適用条項） 

（１）この特別約定に定めのない事項については、約款が適用されるものとします。 

（２）特別約定の条項と約款の条項が抵触する場合には、この特別約定の条項が優先して適用さ

れるものとします。 

（３）この特別約定および約款に定めのない事項が発生した場合は、当社が委託者兼受益者また

は手続代理人と協議のうえ決定します。 

以上 

２０２０年４月２７日現在 

 


